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巻頭言

　我が国経済は、内外環境が益々不透明さを増す中で、極めて微妙な局面にある。昨年末、平成
20 年度政府経済見通し発表の際、担当大臣の説明が如何にも自信なさそうに見えたが、案の状、
年明け以降、政府月例経済報告の景気判断は、おっかなびっくりで下方修正を重ねている。直近 6
月の月例報告は、「横ばい圏内。回復過程で足踏み、踊り場の状態」との説明だが、下振れリスク
の高まりが相当強調されており、景気後退への言及が近い、という雰囲気である。
　「骨太の方針 2008」が閣議決定された。中央省庁再編以降、骨太方針⇒予算の全体像⇒概算要
求基準⇒概算要求⇒予算編成の基本方針⇒政府予算案編成⇒経済財政中期方針（策定 / 改定）⇒
国会での予算及び関連法案の審議・議決、という毎年一連の予算のサイクルができてきた。以前と
比べ、経済政策形成過程の透明性の向上、予算編成の「見える化」が多少とも進んだことは、初期
の経済財政諮問会議事務局にいた者としては有難い。しかし、手探りの中で決められた手順も多
いので、関連法規が不変であっても、政権が代われば相当違った形になり得ると思う。
　鳴り物入りの北海道 G8 サミットも終わり、秋は、政府与党の側も社会保障国民会議、道路財源
一般化、経済成長戦略の具体化、歳出・歳入一体改革、（抜本的）税制改革（村山内閣以来の消費
税率引上げ？）、原燃料物価高騰対策、補正予算等々、山積する課題への取組みに追われよう。
　衆議院議員の任期はあと 1 年強となった。前回の任期満了選挙は 1976 年で、第 1 次石油危機後
の「全治三年」回復過程にあったが、「三木おろし」といわれた与党内対立の結果、衆議院解散が
行われなかった。この年の主役である福田赳夫大臣を官房で身近に見ていた者としては、その子
息である現総理の解散時期についての判断、行動には大いに関心をもっている。
　憲法に規定されている第一院の「伝家の宝刀」の威力は、1980 年の大平内閣不信任・即刻解散
の時に大臣秘書官として目の当たりにした。1993 年には、宮澤内閣不信任を受けて、G7 東京サミッ
トの間も行われた総選挙の結果、非自民連立政権が発足した。その頃は内閣官房勤務であったので、
政党の離合集散と政権組合せの変動への対応に追われ続ける行政府の姿を、昨日のことのように
思い出す。あれから早 15 年が経過しており、政権交代が可能な政党政治を目指してきた長いプロ
セスは、いま最終局面にあるのかも知れない。
　過去 1 年の衆参ねじれの中、党首討論こそ僅か 2 回しかなかったが、3 分の 2 再可決や自然成立
など、憲法の規定が随分と身近なものになったし、二大政党の合意によって、政府提案では実現
できないような法律が制定された。また、多数派が入れ替わると法律を変えることができるという、
いわば当たり前のことが国民に分かり易く示されたのは意義のあることである。
　政策を一生懸命議論しても政局しか記事にしない日本のマスコミは問題だが、国会が本来の立法
の機能を果たすには、政策の議論とその策定・提示に真剣に取り組む以外ないのではないか。
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（壁と保育サービス充実）

最近、「小 1 の壁」や「小 4 の壁」、といっ

た言葉が囁かれているらしい。「小 1 の壁」

とは、「小学校入学前は、朝から夜まで保育

園で子供を預かってもらえたのに、小学生に

なった途端、（“学童保育 ”の仕組みが地域に

あったとしても）夕方までしか預かってもら

えないから困る」、というものである（学童

保育の終了時刻は、大概の場合、保育園の閉

園時刻よりも早い。）。次に、「小 4 の壁」と

は、「学童保育の多くが小学校 3 年生までを

対象としているために、4 年生になると下校

後は行き場がなくて困る」、ということのよ

うだ。（なお最近は、放課後の居場所づくり、

として、放課後の学校開放が進められてい

る。）こうした、新たに発見された“壁 ”に加

えて、従来からの「保育園入園の壁」もある。

これらは、最近生じたものではない。働く

母親の増加により、これまでの仕組みに対し

て、保育サービスの利用者として改善を望む

声が大きくなったために皆の知るところと

なったということであろう。子供が成長する

のは本来喜ぶべきものであるのに、なぜ「壁」

と言われてしまうのか。この議論が便利な保

育サービスを要求する親の立場からのもので

あるからであろう。

昨年末に政府が掲げた「ワーク・ライフ・

バランス憲章」では、“国民一人ひとりがやり

がいや充実感を感じながら働き、仕事上の責

任を果たすとともに、家庭や地域生活などに

おいても、子育て期、中高年期といった人生

の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現

できる社会 ”が“仕事と生活の調和が実現し

た社会 ”であるとしている。さまざまな形で

充実が進んでいる保育サービスについては、

「仕事上の責任」を果たそうとしている親の

多様な働き方をサポートできるようなサービ

スへと変わることが期待されている。

しかし、保育に関しては、親の働き方をサ

ポートできるかという視点に加えて、子供が

健やかに成長できるかという視点も忘れては

ならない。というのも、育児は数年で終わる

わけはなくその後かなり長い期間続くからで

ある。むしろ子供が成長すればするほど、家

庭あるいは家族の重要性が認識されるように

なるだろう。育児休業は、子供のためである

とともに実は親が小さい子の相手をすること

により子育てを楽しむことができるようにす

るための制度かもしれない（これから続く長

い子育て期間に積極的に参加するきっかけ作

りでもあろう）。

　

（親と子のかかわりを再認識すべき）

近頃、家庭の教育力に改めて関心が集まっ

ているが、教育といっても、親と子が日ごろ

から接しなければ望むべくもない。昔と比べ

壁をなくすのも働き方の見直しから



て子供に対するしつけができていないと感じ

る人たちにその理由を聞いた調査が、2007

年の内閣府「国民生活白書」でも取り上げら

れていた。そこでは、親自身の責任も挙げら

れていたが、親が仕事等で多忙であることや

家族が一緒に過ごす時間が少ないことも、し

つけができていない理由として挙げられてい

た。さらに、同じ家の中にいても、単独で行

動していれば家族との時間は少なくなる。夕

方から夜にかけての家庭内での行動を観察す

ると、高校生（16 〜 18 歳）は 1 人で 3 時間以

上過ごす割合が 3 割を超えている。その値は

小学生（10 〜 12 歳）では 3％強であり、中学

生（13〜15歳）では2割となっているという。

「家族が一緒に食事を摂る」ことについて

も、今や「孤食」が問題となっていることか

らもわかるように、「食べる」こと以上に、

「食」を通じて家族のコミュニケーションを

深めることが必要だとされているようだ、子

どもの健康的な心身を育み、また、豊かな人

格を形成するという考えから、家族が一緒に

過ごすことの必要性が再認識され始めてい

る。

（働き方の見直しこそ親と子の時間を増やすこと）

長時間労働が疲労やストレスの原因となる

ことは今や広く知られており、働く者の健康

管理の面からみても労働時間短縮が必要であ

ることは言うまでもない。働く本人の健康維

持に加えて、子供とのかかわりの時間を確保

するためにも、労働時間の短縮、働き方の見

直しは必須である。非正規雇用の増加ととも

に正社員の労働時間は長くなっているといえ

る。働く父親の帰宅時間が遅くなる傾向にあ

り、また働く母親の帰宅時間も（もともと短

時間の勤務形態で働いている場合が多いこと

にもよるのかもしれないが）、大半が午後 7

時までに帰宅しているものの、午後 7 〜 8 時

に帰宅する割合も高まっているという。一方

で、小学生は 9 時になったら就寝である。子

供と接する時間はほとんどない。

子供と接する時間を確保することの大切さ

が認識され始めているなかで、働き方に対応

した保育サービスの提供の仕方として、保育

のいっそうの長時間化は必要かどうか、よく

検討することも必要であろう。親の働き方に

保育サービスを合わせるのではなく、働き方

を見直すことのほうが大事である。（恵）
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寄　稿

定点観測調査の意義
−勤労者短観の経験を通じて−

労働政策研究・研修機構　特任研究員　今田 幸子

時代背景

連合総研は 2001 年から春と秋の年 2 回、

「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケー

ト調査」（通称『勤労者短観』）を実施してい

る。この調査は働く人びとの意識についての

定点観測を目的としている。最新板は通算

15 回目の調査になるが、継続は力なりの諺

通り、毎回、有益で重みのあるメッセージが

本調査から配信されている。

調査がスタートしたのは労働世界が大きく

転換を迎えた時期であった。人びとはかなり

の確かさで変化を実感していた。雇用社会を

秩序づけてきた日本的雇用慣行が大きく揺ら

ぎ、加えて日本経済が二流へと転落するので

はとの危機意識が高まる中で、社会への信頼

は僅かに持続していたものの、勤労者の生活

は全く予断が許されない状況であった。今後、

雇用や生活はどのように変化するのか、その

方向を見定めることが当時の最優先の課題で

あり、関心事であった。

こうした時代を背景に、働く人びとが変化

をどう捉え何を望むのか、その実態を的確に

捉えることが重要との判断に基づいて、勤労

者の意識を継続的に把握することを目的に、

働く人びとの判断や意見を定点観測する「短

観調査」がスタートした。

定点観測

定点観測は、元来は、気象予測のために開

発された手法である。特定の地点を決めて、

当該地点の気圧、風力、温度、湿度、雨量等

のデータを継続して収集し、各地点のデータ

を基にして、台風の進路や梅雨前線の動き等

の気象予測をする。近年は、衛星による雲の

動きや海流の温度等についての情報収集、各

種のアドバルーンを用いたデータ収集等、収

集ツールが次々に開発されデータ収集が多様

になっているが、一定の位置における継続的

な観測（場所と観察項目の固定という意味で

定点）は、今日でも依然として有効な方法で

ある。定点観測は、気象だけでなく、今日、

広い分野において基本的な調査法として定着

している。

短観調査では、景気、雇用、暮らしについ

て人びとがどのように認識しているかとい

う、勤労者の意識に着目して、固定の調査項

目について継続的に定点観測を行っている。

そして、気象予測と同様に、収集されたデー

タに基づいて、変貌する労働世界の実態や変

化の方向性を明らかにすることを目指してい

るのである。

意識調査

以上のように、短観調査は定点観測調査で

− �−



− �−

あるが、意識を対象にした調査でもある。い

うまでもなく、意識は実態（事実）そのもの

ではない。意識調査は、景気や雇用の動向を

把握するための企業投資や消費支出、雇用・

失業状態というような事実を問うのではな

く、景気や雇用についての、人びとがどのよ

うに認識し関心をもっているかという、主観

的リアクションに注目するものである。

したがって、意識調査については、第一に、

得られた情報は実態それ自体ではないこと

（実態と意識の乖離）、第二に、事実につい

ての調査と比較して不安定で不確実性が高い

こと（情報の精度）、に留意する必要がある。

第一の実態との乖離の問題は、意識調査は

禁欲的であるべきことを提起している。つま

り意識調査の結果を実態として読み誤ること

はあってはならないし、許されないことなの

である。だが、乖離は、意識調査の存在意義

を示すものでもある。というのは、意識は、

人びとの関心やニーズであるとともに、変

化の兆候や可能性を表示するものだからであ

る。預言の自己成就といわれるような、人

びとの予測が現実になることは社会現象には

多々ある。さらに、意識の背後にある構造と

の関係も重要になる。例えば、バブルが弾け

低経済成長期に入り実質賃金の低下がみられ

たにも拘わらず満足度が低下しないのはなぜ

か。逆に、バブル期に指摘されたことだが、

賃金が毎年上昇しているにも拘わらず、満足

が低下するのは何故か。この謎を解く鍵とし

て、労働時間の長短、働き方の多様化、等々

の雇用社会の諸変化との関係が示唆される。

このように、実態と意識の乖離は、それ自体

として重要な情報なのである。

第二の精度の問題は、意識調査の問題点と

してたびたび指摘されてきた。例えば、意識

調査では調査票のワーディングによって結果

が強く左右される。また、イヴェント効果と

呼ばれるような調査時の社会環境によって強

く規定される。例えば、大きな事故や災害が

起きた時には、安全への不安が高まり、安心

や安全への期待が高まる。疑獄事件が露見し

た時には、政治不信や正義への期待が高まる。

大きな倒産やリストラが顕在化した時には、

企業への不審や将来不安が高まる。突発的な

事件によって一時的に変化が起きる。もちろ

ん、そうしたイヴェントによる変化が重要な

場合がある。だが、大きな趨勢にとってはそ

れらが一種の撹乱になり、一連の変化を読み

誤る可能性があることは否定できない。

意識調査にはこうした不確実性や不安定性

の問題が確かにある。しかし、ワーディング

やイヴェント効果等による不確実性を回避し

精度を高める方法がある。それは一時点の調

査結果による解析ではなく、固定した調査項

目を継続的に測定し変化を追跡する方法であ

る。本論で論じている定点観測はこの方法の

一つである。

今後への期待

要するに、意識についての定点観測は、時

代が変化の位相にある時、変化を敏感に把握

し課題を明らかにするツールとして、大きな

可能性を持っているということである。

調査が開始されて以降、今日までの日本社

会は、景気は回復したものの、雇用世界の混

迷が象徴する様に、再編の兆しすら見えない

状況である。働く人たちが信頼できる雇用の

仕組みを早急に構築することが切望されてい

る。働く人たちの生の声は、今後の雇用の構

築作業には不可欠である。短観調査が配信す

るメッセージへの期待が高まるのである。
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報報報報 告告告告

研研研研 究究究究 委委委委 員員員員 会会会会 報報報報 告告告告
連合総研設立 20 周年記念出版

『バランスのとれた働き方−不均衡からの脱却』

1．本書の目的
（1）ビジネス・パーソンを取り巻く“不均衡”

　日本は、戦後最長の景気回復をつづけてきた。しかし、ビジネス・パーソンの仕事と暮らしの「日常」

は、必ずしも「回復」の実感が得られるものとはなっていない。そして、彼ら・彼女らの多くが自

らの仕事や暮らしに対してさまざまな不安や悩みを抱えている。

　ビジネス・パーソンたちが抱えるこのような不安や悩みは、個々に感じているものだけでなく、

広く多くの人が共通して抱いているものである。こうした共通の「不安」や「悩み」は彼ら・彼女ら

の仕事や生活のいたるところに生じている“不均衡 ”に原因があると考えられる。

　本書では、2001 年から実施しているアンケート調査のデータを使って、ビジネス・パーソンの仕

事と暮らしの実情と、その中にある“不均衡 ”を解明していく。ここで、この本で取り上げる 7 つ

の“不均衡 ” を挙げておこう。

“不均衡1”　「正社員⇔非正社員」

“不均衡2”　「雇用不安⇔セーフティネット」

“不均衡3”　「男性の働き方⇔女性の働き方」

“不均衡4”　「長時間労働⇔ワーク・ライフ・バランス」

“不均衡5”　「景気回復⇔格差拡大」

“不均衡6”　「無党派層の増加⇔政党政治」

“不均衡7”　「不安・悩み⇔労働者の権利の認知」

− �−

　連合総研は2007年 12月に設立20周年を迎えました。設立20周年を迎えるにあたり、

記念事業のひとつとして、都市勤労者の仕事と暮らしの定点観測アンケート「勤労者短観（勤労

者の仕事と暮らしのアンケート調査）」の6年分のデータ、延べ1万人のビジネス・パーソン（都

市勤労者）の声を再分析するプロジェクトを発足させました。2008年 4月に発刊した『バラ

ンスのとれた働き方−不均衡からの脱却』（佐藤	博樹・連合総研編、エイデル研究所刊）はその

研究成果のエッセンスを編纂したものです。

　本号では、『バランスのとれた働き方−不均衡からの脱却』の概要（各章のサマリー）を掲載

します（文責は連合総研事務局）。
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　本書はデータが語る 2000 年代のビジネス・パーソンの仕事と暮らし、そしてその中で生じている

“不均衡 ”を明らかにし、今後、バランスのとれた仕事と暮らしを実現するために何が必要かを検

討していく。

（2）使用するデータ

　使用するアンケート調査は連合総研が年 2 回（4 月と 10 月）実施している「勤労者の仕事と暮ら

しについてのアンケート調査」（以下、「勤労者短観」）である。

　この調査は、景気・雇用・生活の動向を明らかにするために、民間企業で働くビジネス・パーソ

ンたちの日本の景気動向に対する認識や仕事、暮らしについての意識を把握することを目的に実

施しており、首都圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）、関西圏（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和

歌山）に居住する 20 〜 50 代の民間企業で働く人々を対象にしている。

　本書では、勤労者短観を開始した 2001 年 4 月の第 1 回調査から 2007 年 4 月に実施した第 13 回

調査までのデータを再集計し、2000 年代の働く人たちの実情についてあらゆる角度からの分析を

行っている。

2．概　要
　各章では、冒頭でその章で述べられているポイントを提示し、その後、データに基づいた分析を

行う。「おわりに」では、「はじめに」から第 7 章までの分析に基づき、ビジネス・パーソンの仕事

や暮らしの中にある“不均衡 ”を解消するための対応策を提起する。また、各章にある「メッセー

ジ」では、章のテーマに沿って、執筆者から読者へのメッセージが添えられている。

　都会で働くビジネス・パーソンは、全国と比較して、勤め先の会社の業種、企業規模などに大き

な違いはないが、男女ともに学歴が高く、ホワイトカラー職種で働いている人が多い。

　彼ら・彼女らの勤務先や生活に対する満足度をみると、正社員・非正社員といった雇用形態の

違いに関わらず、「満足」している人と「不満」に思っている人がともに存在する。また、正社員の

働き方は家計をまかなえる賃金を得られるが、時間的な余裕はなく、非正社員は相対的に仕事と

生活のバランスがとりやすく、ストレスも少ないが、家計をまかなえる賃金は稼げない、という現

状がある。正社員・非正社員ともにその働き方の中に“不均衡 ”が生じている。

− �−

はじめに　「都会で働くビジネス・パーソンの特徴−正社員・非正社員の比較」

（財）連合総研　事務局
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　第 1 章では、完全失業率が低下し、雇用情勢が好転しても解消されないビジネス・パーソンの「雇

用不安」の実態を取り上げる。まず、データから相対的に雇用不安を強く感じているグループの存

在を導き出す。女性よりも男性、年齢階層別では 40 代の雇用不安が強い。また、その他属性別に

みると、雇用形態別では派遣社員、職種別には生産技能職等、業種別には建設業、世帯年収別で

は 300 万円未満の者において、雇用不安を感じる比率が高くなっている。

　次に、雇用不安を感じている人に対して必要なセーフティネットが備わっているかについて考察

を行う。雇用不安のある者は、職業能力やキャリアを高めるための機会や支援に恵まれておらず、

自己啓発に取り組む時間的な余裕も少ない。また、健康状態も必ずしも良好とはいえない面があり、

加えて、職場の人間関係も良いとはいいがたく、失業の不安感を軽減することが困難なのではな

いかと危惧される。雇用不安のある人に対してこそセーフティネットが必要とされるが、そうした

人に対して充分な整備がされていないというミスマッチが存在している。

＜メッセージ＞ 40 代サラリーマンの自己啓発

　第 2 章では、近年、いっこうに改善されない「長時間労働」の問題を取り上げ、中でも、週実労

働時間が 60 時間以上の層を「過労死予備軍」とし、彼らの仕事と生活に注目し、分析している。「過

労死予備軍」は調査開始以来、ほとんど改善がみられず、2 割前後を保ち続けている。労働時間が

長い分、睡眠時間が削られており、長時間労働や睡眠不足が健康に悪影響を与えていることがう

かがえる。また、労働時間が長くなるにつれて、仕事や生活に対する満足度も低下している。

　また、この章では、労働時間に関するもう1 つの大きな問題である「賃金不払い残業（サービス

残業）」の実態を紹介し、不払い残業の解消、長時間労働是正のための方策を検討している。2004

年の調査以降、賃金不払い残業のある雇用者の割合は 4 割前後を推移しており、賃金不払い残業

の解消は遅々として進んでいない。この割合は実労働時間が長くなるにつれて高まる傾向にあり、

長時間労働が賃金不払い残業に大きく影響している。

＜メッセージ＞労働組合・人事部の皆さんへ

　第 3 章では、大都市で働く女性たちの働き方、収入、職場環境、ライフスタイルなどについて分

第1章　「必要な人にセーフティネットを−消えない雇用不安」

（財）連合総研　主任研究員　千葉登志雄

第2章　「『過労死予備軍』と『賃金不払い残業』−解消に向けて」

（財）連合総研　主任研究員　川島　千裕

第3章　「働く女性の二極化−ビジネス・ウーマンの実像」

東京大学社会科学研究所　准教授　佐藤　　香
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析する。まず、働く女性の「収入」に焦点をあてる。女性の場合、正社員以外の働きかたが多く、

彼女たちの賃金水準では、経済的自立は困難であるケースが大半である。

　次に、女性たちの職場環境に注目し、職種や就業形態の分布、労働時間、転職意向、仕事への

不安感を軸に分析を行う。女性たちは多忙でストレスを感じる毎日を送っており、中でも正社員女

性は残業や休日出勤が日常化している比率は男性正社員と比べてそれほど大きな違いはなく、仕

事上の不安を感じることも少なくない。

　さらに、働く女性のワーク・ライフ・バランスをとりあげ、就業形態の違いによる家事分担の状

況や彼女たちの望むライフスタイルについて考察している。女性の労働時間と家事労働の合計は、

長時間労働の多い男性正社員よりも長く、多くの女性は労働時間を減らし、仕事と生活のバランス

が適度にとれる生活を送りたいと考えている。そのためには、女性の労働時間だけではなく男性

の労働時間を減らす必要がある。

＜メッセージ＞働く女性たちへ：3 つの望みをかなえよう

　第 4 章では、男性の家事参加の状況と働き方、働かされ方との関係を検討し、男性の家事参加

が可能になる条件を探る。まず、国際的にみてきわめて少ない日本の男性の家事参加状況について、

データを用いて年代別に分析している。男性は平日の仕事時間が長く、平日に家事を全く何も行

わない男性も 3 割弱存在している。また、平日に家事をしない男性のほとんどは、休日にも家事を

していない。

　また、世帯類型や仕事時間（の短さ）、労働時間制など働き方・働かされ方から男性の家事参加

を可能にする条件についても考察を行う。男性が家事を行おうとする要因は 1 人暮らしであるこ

と、共働きであるなど、家事の担い手の不足であり、家事を行うことを可能にするのは、仕事時間（の

短さ）とともに働き方（労働時間制など）が関係している。

＜メッセージ＞家族をつくりつつある男性の同僚・部下・上司のみなさんへ

　第 5 章では、ビジネス・パーソンの景気の現状についての見方について分析する。まず、既存統

計と勤労者短観との比較から、ビジネス・パーソンの勤め先の企業の経営状況や景気動向への判断

をみる。調査結果をみるかぎり、ビジネス・パーソンは勤め先の企業の経営状況を客観的に判断し

つつ、景気の現状について、自分なりの見方を有している。

　所得格差の拡大については、2006 年 4 月時点で 5 年前より個人間の収入の差が「拡大した」と

第5章　「ビジネス・パーソンは景気に敏感−格差拡大」

（財）連合総研　主任研究員　岡田　恵子

第4章　「男性の家事参加を進めるために−家事が意味するもの」

日本女子大学人間社会学部　准教授　永井　暁子
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した比率は 63.6％と極めて高い比率となった。正社員と非正社員との賃金格差が存在するなかで、

非正社員の賃金改善の遅さがさらに格差を拡大する要因となってきたようだ。

　景気の動き、消費水準、物価動向、そして格差拡大の方向性に関して、個々の回答は、生活実

感に基づくものであるにもかかわらず、統計で表される現実の数字の動向をよくとらえている。

＜メッセージ＞企業で働いている人たちへ：生活実感を大切に

　第 6 章では、労働者の働き方に関わる権利の理解に着目し、労働者の権利の認知状況をみる。

そして、権利の認知を高めるために必要な労働組合の役割、さらには未組織層に対する労働組合

の存在意義や効果の浸透が労働組合の組織化に結びつく可能性についても論じている。年代、学歴、

企業規模、雇用形態、労働組合の加入の有無別に労働に関わる権利の認知状況をみると、労働に

関わる基本的な権利に限定してもその認知度は決して高くない。雇用の安定性が低いなどより権

利の理解が必要な層において、また、組合員においても、権利の認知度は高いとはいえない。

　さらに、労働者の権利認知度の低下が労働組合組織率低下の 1 つの要因であると指摘した上で、

ビジネス・パーソンの労働組合の加入状況と彼ら・彼女らの労働組合に対する意識について分析す

る。労働組合の必要性と加入意向との関係をみると、労働組合が「必要」とした者では、加入意向

が高くなる。組合未加入者の組織化を進めるためには、未加入者に労働組合の必要性を理解して

もらうことが先決であり、それと同時に組織化の働きかけを行うことが重要となる。

＜メッセージ＞労働組合も高校における労働者教育への支援を

　第 7 章では、小泉政権後期の都市勤労者の政治的態度を分析する。まず、勤労者の働き方 —企

業規模、職種、就業形態— の違いによる政党支持の状況について、特に、自民党支持と民主党支

持との比較で分析している。2000 年代に入り、人々は「支持なし」にとどまっており、また、自民

党が裾野の広い支持を持っているのに対し、民主党の支持は大企業高学歴ホワイトカラーに集中し

ている。

　次に、2003 年衆議院総選挙、2004 年参議院選挙、2005 年総選挙、さらに 2007 年の参議院選挙

を取り上げ、それぞれの選挙に対するビジネス・パーソンの反応を分析する。2003 年総選挙では、

職場での不安が間接的に投票選択に影響を与えており、職場や仕事についての不安を持つ人たち

は、景気対策や厚生年金で政府の対策を不十分と考えて、民主党に投票した。2004 年の参議院選

挙では小泉内閣に対する不満の受け皿としての役割を民主党が果たした。しかし、2005 年の総選

第7章　「劇場政治と勤労者−問われるこれからの選択」

東京大学大学院情報学環・社会科学研究所　准教授　前田　幸男

第6章　「権利理解と労働組合−組合効果のアピールを」

東京大学社会科学研究所　教授　佐藤　博樹
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挙では、自民党の政策（郵政民営化）が民間企業に勤める人々に魅力的に映ったようであり、自民

党圧勝の要因となったと考えられる。また、2007 年参議院選挙では、人々が政府・与党に対して

年金問題についての不信感を抱いたことが推察され、政府・与党への批判の受け皿として民主党

を選択したのではないだろうか。

＜メッセージ＞民主党の政治家へ

　働く人々の間に広がっている不均衡の中でも、労働時間などの働き方、雇用機会均等、さら

に家事・育児などの生活時間配分の 3 つの不均衡は、男女の性別役割分業を前提とした「仕事中

心の男性モデルの働き方」に起因する。この不均衡を解消するためには、「仕事中心の男性モデ

ルの働き方」を改革し、多様なライフスタイルを受容できる「ワーク・ライフ・バランス（Work-Life 

Balance）職場」を構築することが求められている。

佐藤博樹・（財）連合総合生活開発研究所編

バランスのとれた働き方 －不均衡からの脱却－
エイデル研究所　定価2,300円（税込）

　2007年12月、連合総研は設立20周年を迎えました。その記念事業の1つとして、都
市勤労者の仕事と暮らしの定点観測アンケート「勤労者短観」6年分のデータ、延べ1
万人のビジネス・パーソンの声を再分析する研究プロジェクトを発足させました。
　本書はその研究成果のエッセンスとして、アンケート調査データからビジネス・パーソ
ンの仕事や暮らしの“不均衡”の実態を明らかにし、今後バランスのとれた仕事と暮らし
を実現するために何が必要かを考察しています。

はじめに　都会で働くビジネス・パーソンの特徴－正社員・非正社員の比較

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連合総研事務局）

第 1 章　必要な人にセーフティネットを－消えない雇用不安（千葉登志雄）

第 2 章　「過労死予備軍」と「賃金不払い残業」－解消に向けて（川島千裕）

第 3 章　働く女性の二極化－ビジネス・ウーマンの実像（佐藤香）

第 4 章　男性の家事参加を進めるために－家事が意味するもの（永井暁子）

第 5 章　ビジネス・パーソンは景気に敏感－格差拡大（岡田恵子）

第 6 章　権利理解と労働組合－組合効果のアピールを（佐藤博樹）

第 7 章　劇場政治と勤労者－問われるこれからの選択（前田幸男）

おわりに　ワーク・ライフ・インバランスの解消を（佐藤博樹）

　※本書に関するお問い合わせは連合総研　TEL03－5210－0851（担当：後藤）まで

おわりに　「ワーク・ライフ・インバランスの解消を」

東京大学社会科学研究所　教授　佐藤　博樹
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（企業の海外活動と生産方式の移転）

企業が海外活動を展開する場合には海外諸

国の低賃金を活用する段階、次に、生産職場

の人たちの知的熟練を形成する段階を経てよ

り高次な段階へと移行していきます。

高次の段階の海外事業活動の特色をまとめ

ると、その第 1 は、製品設計に対して、製造

技術の人たちが大いに発言していることにあ

ります。なお、製造技術には 2 通りあります。

1 つは生産ラインの設計にあたる生産技術の

人たちです。もう 1 つは各工場にいる製造技

術者で、この人たちは人事交流もしています。

また、工場の製造技術者の下には職長などブ

ルーカラーの上位層が、職場に 30 人います

と 2、3 人がいます。30 代の前半で、経験が

11、12 年〜 15 年という層だけを取れば、そ

の中では多分 3 分の 1 くらいがこのクラスに

該当するでしょう。この人たちが、将来の海

外のインストラクターであり且つ製造課長候

補でもあるという、非常に重要な 3 分の 1 の

人です。こういう人たちが製品設計に発言し

ます。

私は 1990 年代の半ばから後半にかけて、

T 社の生産職の人たちから話を聞いたことが

あります。そのときはこのブルーカラーの上

位層が製品設計に対して発言することは、そ

れほどは多くはありませんでした。そのこ

ろの設計図は平面図でした。平面図を読み、

“こういうふうに設計を変えてほしい”とい

うことを言うことができるのは金型だけでし

た。ところが今は、IT でバーチャルな図が

出てきますからそれを見ながら言えます。車

種の生産ラインの設計を行う前の製品設計、

すなわち構想設計の段階で、意見を言うので

す。

第 2 に、生産ラインの設計の際に、製造技

術者やブルーカラーの上位層が参加している

ことが指摘できます。生産ラインの設計はで

　本報告は、2008年 5月 19日に開催された「グローバル経済下の産業革新と雇用に関する

研究委員会」における講演を連合総研事務局の責任でまとめたものである。小池教授は先般「海

外日本企業の人材育成」を上梓された。本講演はその内容に基づくものである。

グローバル経済下の産業革新と雇用に関する研究委員会  講演

海外日本企業の人材育成について
法政大学　名誉教授　小池　和男

報報報報 告告告告

研研研研 究究究究 委委委委 員員員員 会会会会 報報報報 告告告告

1．生産職場での問題への対応を誰が
行っているか
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きても、それを実際に少しずつ動かしてみる

と、問題が出て来ます。それを少しずつ直し

てより良くしていくことを私は「構築」と呼

んでいます。同じ車種でもどういう生産ライ

ンにするかは、国によって非常に差がありま

す。その細かい差まで、本社の生産技術担当

が全部把握するのは無理ですから、必ずその

土地のエンジニアや、その土地のブルーカラー

の上位層と相談しながらやらざるを得ないわ

けです。その土地のメーカーを使わなければ

いけないからです。また、ergonomics（エル

ゴノミクス、作業行為最適論）といって“腰を

かがめて作業する割合が時間から見て何％以

下でないといけない”といったルールに合わ

せていく必要があります。

（生産職場での変化と問題への対応）

第 3 の特色として生産職場での変化と問題

への対応のあり方があります。海外の工場同

士の国際競争力は会社のなかでもわからない

のです。たとえば機械一つ取っても違います。

したがって、“その他の条件や、その他の要

素が一定の場合 ”に“人材の質 ”だけで見る

ことにしました。ある作業を取り出して、そ

の作業を誰が担当しているか、ということを

聞き取りで調べました。いくつか例を挙げま

す。

車の設計については、技術部が製品設計を

行い、たとえば、その次に生産ラインを設計

します。設備は大体、設備メーカーに発注し

て設置しますので、その設備仕様を確認しま

す。設計のあと試作段階に移ります。試作が

終わって量産段階が始まります。設計時点で

計画した“1 日に作る台数 ”の 95％まででき

るようになるまでの期間を初期流動期間とい

い、それを上回ると本当の量産段階です。量

産すると品質の不具合が生じることがありま

す。その検出を誰がするのか、ちょっとした

対応を誰がするか。それから、品質の不具合

が、なぜ起こったのか誰が調べるか、という

ことを聞き取りました。

設備の不具合があったとき、一番簡単なの

は、「原位置復帰」です。最終組立のドアの

取り付けを例にとりますと、日本の工場では

天井からドアが降りてきて次に別の簡単な装

置で取り付け位置まで動かします。ところが、

ピタッと来ない場合があります。そういうと

きの一番簡単な対策は、まず一旦元の位置に

戻してもう一回やってみる。これが「原位置

復帰」です。こうした場合の設備不具合時の

原位置復帰を「よその国では誰がやっている

のか？」で判定します。

原因を推理する例として、塗装の場合のロ

ボットの調節を例にしてみてみましょう。ロ

ボットが一番多いのは、塗装と溶接です。自

動車は何回も塗り重ねます。その場合の一番

簡単な不具合は、上に重ねると下の色が見え

るという「スケ」です。それを直すには、少

しペンキを多くします。そうすると、垂れた

りするわけです。「タレ」です。塗るのは実
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に難しい。完全に平らで、完全に同じ形だけ

を塗るのだったら、わりとうまく調節できま

す。ところが、斜めもあるし、丸いのもあり、

それから色の重ね具合もいろいろありますの

で、機械的に行きません。そうすると、これ

はもうロボット専門の保全工では無理で、ペ

ンキをよく知っている塗装工がロボットを少

し調節します。このロボットの調節を誰がや

るのか、ということを聞き取りました。

ほかにも、溶接に必要な溶接棒を使ってい

ると、少しずつ形が崩れます。そうすると不

具合が出ます。一番簡単なのは、一定回数やっ

たら取り替えることです。でも、できれば何

か起こる前に取り替える、あるいは起こりそ

うなときに取り替えるのがもっと良いかも知

れません。そういう取替えの判断は誰がやる

か、ということを聞き取りました。

担当する人たちとしては次の人たちがいま

す。まず、生産技術の人たちは日本の本社に

います。国内要員、国外要員の差はありませ

ん。同じ車を 5 つくらいの国で作っています

が、私が調べた頃までは、全ての国が同時に

モデル変更するわけではなかったので、日本

で担当したら次はイギリス、あるいはトルコ

にある工場のラインを担当していました。製

造技術者は日本にいる人たちです。日本の

中でもある工場は海外支援中心になっていま

す。

現地にいる人の中には日本からの長期（3

〜 5 年）派遣者がいます。設計や生産技術の

人たちはタイの工場にいました。製造技術の

人たちは工場張り付けで、どこの工場にもい

ます。

半年から 1 年、場合によっては 1 年を超え

ますが、ブルーカラーの上位 1 割層、技能 1

割の層がラインから離れて、エンジニア（生

産技術者）と一緒にチームを組んで生産ライ

ンの設計に携わる pilot チーム（生産準備チー

ム）を組織しています。たとえば、どのロボッ

トを買うか。これはエンジニアが主として発

言しますが、実際に前のロボットを使って、

“ここの使い勝手が悪い”ということは、エ

ンジニアよりも現場の人がはるかに知ってい

るわけですから、そういうことを少し発言し

ます。

より大きな発言は、機械の配置に関するも

のです。1 人が機械を何台も持っているとし

ます。1 人の労働者は数台の機械の間を歩く

わけですから、歩く距離が最小になるように

します。でも最小にしすぎると、体が触れる

と大事故になりますから、体が触れない最短

距離が最適になります。したがって、このロ

ボットなり、この機械であれば、どういう作

業姿勢かということをよく知っている人のほ

うがよいのです。そうなるとブルーカラー上

位層の発言が大きくなります。

また、ある生産ラインに携わる人数は生産

技術者が決めますが、個々の職務をどのよう

に編成するかは、ブルーカラーが行います。

そうすると、今までのラインとちょっと違う
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面が出て来た場合には、それを職場の人に教

えます。エンジニアでは教えられません。

保全はラインに入りません。保全担当員は

夜中、ラインが止まったときにも仕事をしま

す（もちろん、日中も別の保全のシフトが仕

事をします）。品質検査はラインに入ります

がオペレーターと違って品質専門です。保全

や品質専門の人たちが主に面倒な作業を担

当している所は、ラインの技能は低いと見て

よいのです。

生産職場には、職長（ラインには入らず、

20 〜 30 人に 1 人）、チームリーダー（自分

もラインに入る）、チームメンバー（ヒラの

こと）、それから部品メーカーがいます。車

の設計から生産へ、時間の流れに即してそ

れぞれの作業の担当として誰が中心か。責

任者ははっきりわかるのですが、誰が主に

やったかということを調べて表を作りまし

た。同じことを違う 2 人に聞き、同じ話が聞

けた場合に表に記入していくようにしまし

た。

2．日本企業の優位性は今後も持続
する

（国を超えても変化への対応は似ている）

日本、イギリス、アメリカ（NUMMI）、タ

イの T 社関係の自動車組立工場で聞き取り

を行いました。その特色の第一は、非常に共

通性が大きいということです。国によって機

械は違うのです。タイ工場ではハンドガンが

多いのです。アメリカ工場とイギリス工場と

日本の工場は、ロボットが多い。それにも関

わらず、非常に共通性があります。これはイ

ギリス・アメリカ・タイの 3 つを通じて、日

本の高次な方式の普遍性を示唆していると思

います。私の印象では、日本企業の優位性の

もとだと思います。

いくつかの作業、たとえば製品設計への発

言や生産ラインの設計への発言に関しては、

タイのほうがアメリカ工場、イギリス工場よ

りもうまくやっているようです。職場のいろ

いろな品質不具合や設備の不具合に対して職

場の人がどう対応しているか、を見ますと、

他の国だったら品質担当の人やチームリー

ダー、保全がやる部分をタイはラインの人が

やる。それでは、みんな正社員かというとそ

うではなく 97 年のアジア危機以降、期間工

がかなり多くなりました。ただ、期間工から

正社員に引き上げています。

（各国の労使関係と生産効率）

労使関係要因の寄与はそれ程大きくないか

も知れません。ブルーカラーの賃金について、

個人別の成績査定がある国とない国に分ける

としますと、タイ、イギリスも査定がありま

す。日本はもちろん、査定があります。日本

では査定もわりと人事部の方針に従っていま

す。5 段階に分けたときの分布は正規分布に

近いようになっており、日本が一番差をつけ

ていると思います。ホワイトカラーについて
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は 4 カ国とも査定がありますが、一般にアメ

リカ企業だとホワイトカラーの評価は 95％が、

5 段階のうちの 4 と 3 になり、絶対評価に近

いと思います。（ということは裏の査定があ

るのです。）

ブルーカラーについては、組合があっても

なくても、アメリカの自動車産業では一般に

査定はありません。もちろん、品質不具合や

設備の不具合の処理には、個人差がものすご

く出ます。また、pilot チームに入るか入ら

ないかで各人の能力差が全然違います。でも

給料は同じです。アメリカはものすごく勤労

意欲が高い、と考えざるを得ないのです。な

お、アメリカの一般企業も、この頃少しずつ

ブルーカラーに査定が入るようになったよう

ですが、良い統計がありません。

ところがタイは、日本並みにわりと差をつ

けます。イギリス工場でも日本並みに差をつ

けています。アメリカ工場では、ブルーカラー

は仕事が変わっても賃金は同じです。チーム

リーダー（5 〜 6 人に 1 人）になるとわずか

3％くらい上がるのです。pilot チームはやっ

ぱり将来の柱という人を引っ張り上げるので

すが、アメリカですと希望者が手を挙げた中

で seniority（シニオリティ）、すなわち入社年

月日順で、決まります。

ですから、seniority の NUMMI が生産効

率の面では一番不利なはずです。ところが、

そうではない。ほんのちょっと NUMMI の

ほうがイギリス工場より良いです。そうする

と、どうも経験の幅の効果が最大要因らしい

ということにもなります。

（変化への対応は中堅層を重視する「中
なかあつがた

厚型」

が優位）

品質不具合や設備の不具合を処理できるブ

ルーカラー層は、大体上位の半分です。これ

は一般労働者のおそらく良質部分だろうと思

います。そうすると、それだけ大勢の人にい

ろいろ覚えてもらうためには、「覚えると得

ですよ」と説得しなくてはいけません。不具

合の処理ができるためには、少なくとも職

場の 15 のうち 10 は経験しなくてはいけませ

ん。10 経験するためには、1 つを半年ずつ経

験しても、5 年以上かかるでしょう。時間が

かかるわけです。紙に「10 やったら昇進しま

す」と書いても、誰も信用しません。やっぱ

り先例が出ないとダメです。このように中堅

層育成には時間がかかるのです。

一つの議論としては、エリート型（アメリ

カ型）か、「中厚」型か（中堅層を厚くという

意味で私が使っています。日本型ともいえま

す）というものがあります。大きな変動をこ

なすには、アメリカ型、すなわちエリート型

が有利である。一方、小さな変動の場合は、

日本タイプのほうが有利であるという議論で

す。でも変動の大きさの他に、その変動の発

生頻度や取り扱う人数まで考慮すると、大き

な変動をこなすにも中堅層重視というのは悪

くないと思います。
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大きな問題とは、たとえば海外のどの国に

進出するか、どの国から撤退するかなどの決

定です。これはエリートあるいはリーダーで

ないとダメです。その場合でも、全知全能の

リーダーはともかくとして、普通のリーダー

は、どの国に進出するか、どの国から撤退す

るかについては、かなり中堅層から提案を受

けるはずです。2 つくらいの提案を比べて決

断するというのが普通ではないか。そうする

と、やはりかなり中堅層に依存するだろうと

思います。ですから、もちろん重要な問題は

利潤への影響力が一番大きく、小さい問題は

影響力が小さいとしても、取り扱う人数と起

こる頻度を考えると中堅層は大事だと思いま

す。

いろいろな人に話を聞いていくと、コスト

は工場によってやや異なるようですが、機械

装備率の差か、それとも賃金の差か、それ以

外のいろいろな差なのか、それはわかりませ

ん。品質についても、ラインとは別に品質専

門の人たちを多くすれば良くなるのです。だ

から、単に品質がよいか悪いかだけでは測れ

ないのです。

ある工場が黒字化するまでにはどうも時間

がかかるようです。それは多分、中堅層が中

心だからではないだろうかと思っています。

今の大卒（ホワイトカラー）の人たちを見てお

りますと、今の方式に、もう少し海外出向の

定例化を差しはさみさえすれば、中堅層中心

でたとえ時間がかかるにしても、日本企業の

優位性は、今後もかなりの時間続くのではな

いかというのが私の印象です。既にそれは経

理畑では慣行になりつつあります。国内要員

と国外要員の差がなくなってきており、部・

次長になるためには海外に 5 年以上行ってな

くてはならない、というふうな慣行が出てき

ていました。それが経理だけでなくて、少し

ずつ広がる。ただ、ルールには書かれてない

ようです。40 代になれば、海外に出て予想

できないいろいろな問題（不確実性）を自分

で処理するということで実績を上げてくる、

というふうになってくるでしょう。そうなっ

てくると、日本の海外企業の優位性はもう少

し続くと思います。

3．製品開発、生産技術、製造技術の
相互作用が競争力を左右する

（競争力の源泉−−不都合の改善を提案でき

る技能）

競争力への比重については、製造技術も含

めた生産技術のウェイトが高いと思います。

さらに、製品開発、生産技術とブルーカラー

という 3 グループの相互作用が密であればあ

るほどよくなります。この相互作業は、初期

の構想設計の段階でもそうだし、後のライン

が滑り出してからもいろいろあります。

ブルーカラーの技能というのは、たとえば

金型が良い例ですが、金型を作るとき、凹型

と凸型を合わせるために赤い粉を付けて、そ

れらを合わせたときの赤い粉の付き方をみて
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ヤスリで削ります。今これは殆どなくなって

います。どういう技能が一番重要かと言うと、

設計者に「こういう設計だと、こういう困っ

た不具合が起きる。ここを直したらよい」と

提案までする技能で、知的な技能です。こう

した提案事例は既に組立や車体、塗装に全部

あります。

調べる前は、これほどやっているとは思わ

なかったので、正直びっくりしました。よそ

の国でも、イギリス人でもタイ人でも提案を

含め作業を生き生きとやっています。タイ工

場では、南アフリカやアルゼンチンから習い

に来ています。ものすごく意気盛んだったの

にはびっくりしました。海外の工場では、ブ

ルーカラーのトップ 10％の技能は良いと思

います。上半分−−これが品質の不具合とか

設備の不具合の対処をある程度やるのですが

−−、そこがやや足りないと思います。

（問題処理のケーススタディおよび基礎科学

の学習が必要）

技能形成で重要なことが「関連の深い範囲

の中で幅広く経験する」ことにあるのは変

わっていないように思います。生産技術者の

ことを言いますと、最終組立であれば、内装、

シャーシ（車体の下のほう、足回り）といっ

た所を担当して部分設計をやるとか、各部分

を経験してから、今度は全体の責任者になっ

てくる。その間に海外の工場に数ヶ月は行き

ます。もちろん、ある車種のライン全体の責

任者になったら、1 〜 2 年行きます。リーダー

に聞くと、複数の海外国に行くのが非常に良

いと言います。

私は中堅層に対しては次の Off − JT をも

う少しこれからやる必要があると思います。

第 1 は、自分たちが今まで取り扱った、わり

と面倒な問題にどう取り組んで、どう処理

しそこなったかといった、問題処理の具体的

なケーススタディです。第 2 は基礎科学。た

とえば溶接にしても何にしても新しい材料が

どんどん出ていますが、それによって製造が

違ってきます。だから、そういう材料とか一

種の基礎科学、物性論でもよいですが、すぐ

役に立つのではないけれども、少し勉強する

ことが必要であると思います。

金型をみていたときに一番それを感じまし

た。金型は、材質によって非常に変わります。

金型で一番面倒なのは、水抜きの穴だそうで

す。そういう穴をよく知るために、構造をイ

メージできるようにする必要があります。一

番ダメな不具合は、「バリ」なのですが、そ

れをなくすためには、今まで扱った材質では

こっちがよいとか、そういうことは金型工の

ほうがよく知っています。自分が作った金型

を持って、プラスチック設計の職場に行って、

そこで実際に試作するわけですから。

製造の pilot チームであれば、“こういう材

料だとこういう品質不具合が出やすい”とい

うことを実感するわけです。だから、材料メー

カーや設備メーカーは、エンジニアの所にも
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注文を聞きに来ます。それと同時に、生産職

場の有能な職長や、そういう人にも、“実際

に使ってこういう不具合が出る”といったこ

とを聞きにきます。それは発注を頼むのでは

なく、たとえば次の設備をどういうふうに変

えたらよいか、どういうふうに次の材料を良

くしたらよいかについて製造現場の意見を聞

きに行くわけです。ソフトウェアのバージョ

ンアップを行うときは、ユーザーの所に行っ

て、回って聞くのと同じことです。

（人材の組み合わせが重要に）

外国人の技術者活用は相当進んでいると思

います。今、タイで 40 〜 50 人訓練していま

すが、その人たちを日本に連れて来て、日本

の生産技術者と一緒に仕事をしたり、技術部

の人と一緒に仕事をしたりしています。ある

いはタイならタイで、日本から技術者が行く

ことで結構外国人の技術者の活用はできま

す。ただ、工場と本社の距離が国によっては

遠いため、そうすると、生産技術と製造技術

の 2 つのインタラクションが弱くなるという

ことがあると思います。

ブルーカラーの育成については、次のよう

に考えています。トップ 10％（30 人いたら、

そのうち 3 人）あるいは、上半分（30 人いた

ら、そのうちの 15 人）−その中にはトップ

10％の 3 人も含みます−−の人たちについて

は、長期雇用でないと無理だろうと思います。

でも残りの 5 割は、長期雇用への昇格さえあ

れば、いろいろあり得ると思われます。期間

工やアルバイトでもよいと思います。

実は、日本では現場の職長は、期間工上が

りを好むといいます。理由は、とてもよくわ

かるのです。つまり、短くても 1 年は一緒に

働きます。長い人は 3 年くらい働きます。そ

うすると人となりがわかります。期間工のほ

うも、働いている間に、職場の中でのキーパー

ソンが誰かがわかってきます。あの人が休む

と、この機械は止まったままになっている、

といったこともわかります。そして機械が止

まると、そのそばに行ってベテランが直すの

を、手伝いながらじっと見ているといいます。

ですから、そういう人を引き上げればよいと

思います。
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報報報報 告告告告

研研研研 究究究究 委委委委 員員員員 会会会会 報報報報 告告告告
同志社大学 ITECと連合総研との
研究交流覚書調印について

　同志社大学技術・企業・国際競争力研究センター（略称：同志社大学 ITEC）と連合総研は、
この度、研究者の相互交流と共同研究事業を柱とする組織間の交流関係構築について合意し、6
月 6 日 10 時半より、連合総研会議室で、同志社大学 ITEC 中田喜文センター長、連合総研草野
忠義理事長による研究交流に関する覚書調印式を執り行った。
　同志社大学 ITEC は、2003 年、オムロン株式会社の基金によって、技術経営（MOT）、企業統治、
持続可能な企業経営と競争力等の分野において、革新的なビジネス研究を行うことを目的とした
研究機関として設立され、文部科学省 21 世紀 COE「技術・企業・国際競争力の総合研究」をは
じめとする学際的研究プロジェクトを組織するとともに、若手研究者の育成と内外の研究機関と
の連携強化にも力を注いでいる。
　一方、連合総研も、競争力の人的基盤、社会的基盤を問うという点で同志社大学 ITEC と問
題意識を共有し、また 2007 年 9 月に策定した「連合総研・中期ビジョン−更なる飛躍への挑戦−」

（第 54 回理事会・第 48 回評議員会決定）でも、国内外の関係研究機関との交流を積極的に進め、
人的ネットワークの拡充をはかることを方針のひとつとして掲げていることから、この度の研究
交流覚書調印に至ったものである。
　覚書文書の内容は別記のとおりであるが、今後はその具体化に向けて双方努力することを出
席者一同で確認し、調印式を終了した。
　連合総研は、今回のような研究交流ネットワーク拡充に引き続き努力するとともに、そうした
基盤の上に研究内容のいっそうの充実を期すこととしている。

<別記 >・研究交流に関する覚書
　同志社大学技術・企業・国際競争力研究センター（以下、同志社大学 ITEC）と財団法人連合総合生活開
発研究所（以下、連合総研）は、相互の研究交流の促進について、下記のとおり覚書を締結する。

記
1．（目的）

　同志社大学 ITEC と連合総研は、競争力の人的基盤、社会的基盤を問うという問題意識を共有してい
ることを確認し、相互の研究交流の促進による相乗効果によって、両者の事業活動のいっそうの発展を
期することを目的として、本覚書を締結する。

2．（研究者の相互交流）
　同志社大学 ITEC と連合総研は、それぞれの進める研究事業の推進にあたって、研究者の相互交流の
可能性を検討し、その具体化をはかることとする。
　なお、研究者の相互交流の対象となる研究事業、交流の形態、費用負担など、具体的細目については、
別途協議の上、定めることとする。

3．（共同研究事業）
　同志社大学 ITEC と連合総研は、共同で進める研究事業の可能性を検討し、その具体化をはかること
とする。
　なお、共同研究の課題、実施形態など、具体的細目については、別途協議の上、定めることとする。

4．（その他）
　その他、本覚書の目的を達成するために必要な事項については、双方協議の上、具体化をはかること
とする。

2008 年 6 月 6 日
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増え続ける「男女雇用機会均等法」に関する相談
－平成19年度男女雇用機会均等法施行状況－

5月30日、厚生労働省から「平成19年度男女雇用均等法施行状況」が公表され、均等法改正1年目
の状況が明らかとなった。19年度に都道府県労働局雇用均等室に寄せられた相談は29,110 件であった
が、14年度の件数は18 ,182件であったことから、この5年で1.6倍に増加したこととなる。
相談者の内訳を見ると、事業主からの相談は、改正法施行を控えて改正内容の問い合わせが急増した

前年度を下回ったが、全体の約1/3（9,910 件）を占めている。一方、労働者からの相談は、女性が前
年度比3割増（12 ,972件）となった。これは性差別の禁止の範囲拡大や、個別紛争解決援助範囲の拡
充によるものと思われる。また、法改正によって女性に対する差別禁止が男女双方に対する差別禁止に
拡大されたことを受けて、男性からの相談も788件あった。
次に、相談内容を見ると、最も多いのはセクシュアルハラスメントに関するもので、全体の半分以上を占

めている。次いで、母性健康管理、婚姻・妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いに関するものがそれ
ぞれ1割強を占めている（表1参照）。
セクシュアルハラスメントは前年度比約13％ポイント増であるが、これは法改正によってセクハラ対策が強

化されたことによるものと思われる。また、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは、改正前は
妊娠・出産等を理由とする解雇のみが禁止されていたものが、改正後は解雇以外も禁止されたことを反映
したものと思われる。
改正男女雇用機会均等法の施行によって、雇用均等行政は新しい段階を迎えた。相談にとどまらず、

労働局長による紛争解決、均等室における指導など、雇用均等行政の役割は一段と増しているといえる。

今月のデータ

単位：件

 旧均等法 17年度 18年度 現均等法 19年度

 募集・採用 1,755 2,000 募集・採用 1,591

 配置・昇進・教育訓練 549 790 配置・昇進・降格・教育訓練 651

    職種・雇用形態の変更 106

 福利厚生 124 143 福利厚生 138

 定年・退職・解雇 1,495 2,081 退職勧奨・定年・解雇・労働条件の更新 179

    婚姻・妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い 3,600

 セクシュアルハラスメント 7,894 11,102 セクシュアルハラスメント 15,799

 母性健康管理 4,573 5,011 母性健康管理 3,708

 ポジティブ・アクション 373 456 ポジティブ・アクション 338

    間接差別 462

 その他 2,961 5,101 その他 2,538

 合　計 19,724 26,684 合  計 29,110

表1　都道府県労働局雇用均等室への相談件数の推移（平成17年度～19年度）
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参考諸表

（注）	1.	 実質ＧＤＰの四半期の数値は、前期比年率。但し、日本は季節調整済前期比、中国は前年同期比。
	 �.	 失業率の四半期、月次の数値は、季調値。※中国を除く。
	 �.	 円相場は各期平均値。ニューヨーク市場のインターバンク取引相場。
	 �.	 現金給与総額、実質賃金および所定外労働時間は、事業所規模�人以上。
	 �.	 実質消費支出は、二人以上の世帯（農林漁家世帯を除く）の全世帯ベース（家計調査）。
	 �.	 P は速報値。網掛け部分は、前回から修正（速報値が同値で確定も含む）。
（ご案内）
	 1.	 我が国の経済指標の最新のものを入手する場合は、以下にアクセスしてください。
　　　　　内閣府月例経済報告　関係資料　　http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei.html
	 	 	 ・雇用関係指標	 http://www.mhlw.go.jp	 （厚生労働省）
	 	 	 	 http://www.stat.go.jp	 （総務省統計局統計センター）
	 	 	 ・生産関係指標	 http://www.meti.go.jp	 （経済産業省）
	 	 	 ・国民所得統計関係	 http://www.cao.go.jp	 （内閣府）
	 �.経済指標に関し、ご不明な点がございましたら、連合総研までご照会ください。（電話	0�−��10−0��1、ＦＡＸ	0�−��10−0���）
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事務局だより

【6月の主な行事】
　	　	6月　4日　所内・研究部門会議
	 		5 日	 職場見学・意見交換会［大田区ものづくり企業］
	 		6 日	 同志社大学 ITECと連合総研の研究交流覚書調印式
	 	 労働組合におけるジェンダー平等に関する研究プロジェクト事前研究会

（座長：篠塚　英子　お茶の水女子大学名誉教授）
	 11日	 企画会議
	 13日	 参加保障・社会連帯型の新しい社会政策・雇用政策の大綱に関する研究委員会

（主査：埋橋　孝文　同志社大学教授）　　
	 16日	 グローバル経済下の産業革新と雇用に関する研究委員会

（主査：尾髙　煌之助　一橋大学・法政大学　名誉教授）
	 17日	 企業買収・合併等による企業組織の改編と労働組合の課題に関する研究委員会

（主査：毛塚　勝利　中央大学教授）
	 18日	 連合総合政策局と連合総研の意見交換会［連合三役会議室］
	 19日	 生活時間の国際比較に関する調査研究委員会	（主査：佐藤　香　東京大学准教授）
	 20日	 イニシアチヴ2008−新しい労働ルールの策定に向けて研究委員会

（主査：水町　勇一郎　東京大学准教授）
	 23日	 経済社会研究委員会	 （主査：小峰　隆夫　法政大学教授）
	 25日	 所内・研究部門会議

DIOに対するご意見、ご要望がございましたらDIO編集部（dio＠rengo-soken.or.jp）までお寄せください。

印刷・製本／株式会社コンポーズ・ユニ　
〒108−8326　東京都港区三田 1−10−3　電機連合会館 2 階
TEL 03−3456−1541　FAX 03−3798−3303  

発送・連絡先／株式会社コンポーズ発送
〒170−0005　東京都豊島区南大塚 1−13−4
TEL 03−3942−9589　FAX 03−3942−9740

【職員の異動】
＜退任＞

佐川　英美　主任研究員　5月31日付　退職

岡田　恵子　主任研究員　6月30日付　退任

　7月1日付けで法政大学大学院政策創造研究科に移りました。連合総研在籍中は、労働組合で活躍

しておられる方々、また連合総研の研究会の委員の先生方に、いろいろなことを教えていただきました。

大変お世話になりありがとうございました。

　皆様のご健勝をお祈りいたしております。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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